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A
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非
常
.に
切
.
追
せ
る
場
务
§
如
き
齡
急
支
肋
の
爭
續
き
を
：
 

傭
む
能
は
ざ
る
場
合
な
しw

•
云
ふ
可
& /

ず
0

故
に
縱
铪 

葸
法
に
規
宠
な
し
ど
雖
も
、
政
府
當
局
^
の
政
治
的
良 

心
ビ
德
義
の
感
念
に
依
®

し
て
玆
に】

種
の
權
遒
た
る 

赀
任
支
出
を
許
す
は
國
家
の
政
務
に
遺
漏
な
き
を
期
せ 

し
む
る
所
以
な
$

ど
信
ず
o

唯

央

れ

常

道

に

非

^

し

て 

榴
道
な
ぅ
。
懑
法
の
規
定
に
原
か
ず
し
て
當
局
潘
の
良 

心
ど
德
_
の
感
念
に
基
く
も
の
な
令

。
さ
れ
ば
責
任
支 

出
の
大
少
を
以
て
政
府
の
良
心
を
計
最
す
る
^

度
な
办 

ど
見
做
す
を
得
可
し
o

若
し
夫
れ
不
德
義
潢
に
し
て
當 

路
に
立
れ
ん
か
何
事
を
か
政
て
爲
さ
い
ら
ん
P

O

憲

法

：
の

.
釋

解
 

根

本

問

題

：
V關す

る

■
村
田
岩
次
郞

：

憲
法
の
規
定
が
簡
潔
な
る
が
爲
めK
種
々
.の
疑
_
を 

生
す
る
は
免
れ
ざ
る
所
な
る
も
、
近
來
頻
發
せ
し
違
.憲 

問
題
.の
多
く
は
憲
法
に
對
す
る
解
釋
の
极
本
に
於
て
誤
：
 

れ
る
も
の
6
る
に
基
由
せ
る
が
'如
し
0
遨
れ
予
が
本
稿 

に
於
て
各
個
の
場
合
に
就
き
是
れ
は
違
憲
な
ぅ
，
彼
の 

場
合
も
亦
違
憲
な
6
ご
一
々
說
雛
す
る
を
业
め
、
憲
法 

の
解
釋
に
關
す
る
根
本
の
間
題
に
就
：い
て
聊
か
所
信
を 

披
壢
せ
ん
^
す

る
所
以
也
.0

憲
法
の
中
心
を
賞
流
す
る
极
本
の
精
神
を
理
解
す
る 

こ
.V

J

な
く 
y

或
は
辭
句
に
拘
泥
し
、
或
は
先
例
を
偏
®

 

し
て
以
て
敢
て
.
憲

法

の

，條

規

を

解

釋

せ

ん

ど

す

。
パ
某
の 

解

釋

のJ E
:
鵠

を'
得

ぎ

，
る
‘

固

ょ

々

其

處

な

-

c

v

o

.

m

T
項

I
I

!

を

分

ち

憲

法

の

根

本

精

神

に

.就

い

て

叙

ぶ

.

ベ

し
o

.

.

國
家
統
治
の
作
用
は
普
通
に
之
を
立
法
ヽ
司
法
及
：び
：
 

行
政
の
_
1ニ
ど
な
す
0
是
等
の
作
用
は
或
は
天
蛊
親
裁
の 

作
用
た
る
、勝
合
ぁ̂V、

或
は
行
政
官
廳
の
；媒
介
に
依> 

て
行
は
る
、
場
合
わ
り
、
或
は
議
會
の
關
與
を
要
す
る 

揚
合
?>
6
、
成
は
又
天
枭
の
名
に
於
て
司
法
栽
判
所
之 

を
汗
ふ
場
合
?>
0

0
然
か
も
其
の
作
用
は
悉
く
邡
の
淵 

源
を
天
摄
に
發
す
る
こ
ビ
昭//
.
乎
^
し
て
觅
に
疑
を
綹 

る
可
か
ら
す
o
憲
法
前
文
に「

國
家
統
治
ノ
大
權
ハ
朕 

力
之
ヲ
祖
宗
二
承
ケ
タ
之
ヲ
子
孫
二
傅
フ
ル
所
ナ
リ
朕 

及
朕
カ
子
孫
ハ
將
來
此
ノ
邋
法
ノ
條
章

n

循
ヒ
之
ブ
行 

フ
コ
ト
ヲ
愆
ラ
サ
ル

へ
シ」

ど
?>
&
、
又
憲
法
第
四
條 

に
は「

天
臬 

> 國
ノ
元
首
二
シ
テ
統
ぬ

ff
l
ヲ
總
攬
シ

」

s 

々
VJ

办
6
0 

の
生
ず
可
き
餘
地
な
し
ビ
！

i

ふ
べ
し 

此
點
に
關
聯
し
て
湓
法
上
の
邻
議
を
生
じ
た
る
場
合
わ 

&
ど
せ
ば
开
は
彼
の
天
泉
機§

な
6

0
天
皇
は
國
家 

の
機
關
に
し
て
統
治
權
はi

に
M
す
る
癖
利
な
A
y 

o 

夫
皇
が
統
治
す
る
は
國
寒
の
權
利
：を
行
使
，す
る
も
の
に

し
て
銃
治
權
は
天
皇
の
1
‘身
杞
屬
す
.る
權
利
^
办
&: 

ず」

ビ
は
天
息
機
關
論
の
要»
'̂
ぅ
0
此
の
：說
R
.對
し 

"T
は

1

«

0
學
#

»
熱
心
に
廳
を
加
へ
、
恰
も
斯
く 

の
/如
く
解
す
.る
.
«我
が
國
體
を
轉
.稷
す
..-
る
所
以
，な
"る
が
，
 

如
く
に
極
論
す
る
に
亜
り
き
。
然
れ
ど
も
铝
は
到
成
冷 

)#
な
る
刺
斷
の
結
报
ど
見
る
こ$
を
得
ず
0
n»
句
く
^
pta 

家
人
格
說
を
採
用
す
る
以
上"
統
治
權
を
國
家
に
®
す 

る
權
利
^
解
す
る
は
至
常
の
事
に
し
て
、
我
が
國
に
於 

て
此
の
說
を
採
.用
す
る
能
は
ず
ど
云
ふ
は
我
が
國
は
自 

座
§

動
の
能
力
な
し
？
云
ふ
に
異
な&
ず
。
國
家
が 

被
.治
者V

J

に
分
割
せ
&
る
、
も
の
な
-

c
s
e

せ
ば 

い
ざ
知
ら
ず
、
國
家
を
以
て®

I

體
ヾ
し
觀
念
する
以
上 

統
^

^
を
|國
家
に
，«
す
る
權
利
ビ
な
し
、
天
袅
を
國
家 

の
最〗 
1

關V
J

な
す
は
法
现
上
蕺
も
非_
す
可
か
&
ざ 

る
の
‘み
な
，ら
ず
0
我
が
固
に
於
.て
特
に
採
州
す
可
か
ら 

す
ビ
爲
す
.理
由
，毛
頭
有
る
こ
ビ
な
し

O

君
主
國
に
於
て 

は
.君
^
は
^

^

を̂
0
有
す
ビ
云
ふ
を
雜
通
ぐ
し
す
る
も 

嚴
^

 ̂

.
云
へ
.ば
國
家
‘の
*

®

.®]
た

る

地

位

を

固

有

す

绾

九

猎(

七
八
i

e

雜

錄

谎

法

の解
！
：

じ
關
兮
る
报
本
_
瓶

绾
七
號

八
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九
〇

る
も
の
に
し
:S
T
碗

治

の

權

，

は

國

家

の

固

有

す

る

所

な
 

r

r

^

J

y
:l
:

:l
:

n

:t
:

ル P

 

S
 

は
我
力
國
家
觀
念
の
中
核
を
成
す
も
の
ビ
知
る
ベ
し
。

U

帝
國
憲
法
は
君
民1.

樣
R
遵
守
す
可
き
永
遠
の
準
則
な 

4

> 0i
l
l

は
織
法
の
前
文
にr
將
來
若
此
ノ
憲
法
ノ
或 

ル
條
章
ヲ
改
定
ス
ル
ノ
必
要
ナ
ル
時
宜
ヲ
見
ル
一
一
至
ラ 

,朕
及
朕
力
繼
統
ノ
子
孫
パ
發
議
ノ
權
ヲ
執
リ
之
ヲ
議 

會
二
付
シ
«
會
ハ
此
ソ
憲
法
二
定
メ
タ
ル
ニ

依
ジ

ヲ
:p
決
:r
,

;
:?
:

1:
影

.

 ̂ダ

I :
ハ
き

K
ヲ
試
ミ
ル

n

ト
ヲ
得
サ
ル
へ
シ
朕
力
在
廷
大

S

ハ 

朕
力
•爲
ユ
此
ノ
憲
法
ヲ
施
行
ス
ル
ノ
責
二
任
ス
へ
ク
骑 

ヵ
现
在
及
將
來
ノ 

E
民

、

V

此
ノ
憲
法
-
對
シ
妒
肥
一
一
從； 

Mr
ノ
義
務
ヲ
負
フ
へ
シ」

ど
?>
る
に
依
り
て
贝
か
な 

5

0
帝
國
潑
法
は
恒
久
的
の
基
本

法

な

t所
謂 

f

 

o

o

i

f
 fo之

が

改

芷
R
は
特
別
の
手 

續
を
耍
す
る
な
-
^
0
_會
.は
自
か
ら
之
が
改
正
'を
發
嚷 

す
る
こ
S
を
得
ざ
る
な
.
6
0tt
是
R
於
て
吾
人
の
%

R

す
可
き
は
次
の
ム
靡
也o
社
會
は
日
に
日
に
發
達
し
世 

の
中
の
現
象
は
多
々
益
々
複
雜
ビ
な.

C
V
O

十
年
一|

十
年 

を
經
過
す
る
時
は
以
前
に
夢
想
だ
も
せ
ざ
ぅ
し
事
情
を 

一
生
す
る
に
至
る
は
必
至
の
成
行
ど
申
す
外
な
し

C

公
法 

|

上
の
現
象
亦
實
に
其
數
に
漏
れ
：ず
。
日̂
新
に
ヽ
日
^

|

日
^
新
に
、
ロ
に
又
ぎ
な
る
の
觀
な
き
に
あ
ら
ず̂:

 ̂

も
、
憲
法
に
し
て〗

定

不

動

糞
s

s

f

爲
す 

能
.は
ず
^
せ
ば
、
憲
法
の
條
規50

實

社

會

の

要

求

^
.
の
 ゝ

I

間
に
甚
し
き
間
隙
を
見
る
至
る
こ̂
な
き
や
如
^

?

故

人

•ネ
ッ
ク
‘は

曾

てVerfass

ぼg
s
i
n
d
e
r
&
g

 

| 

c
 VerfassiingswanddiiQg 

ど
®

ず
る」

書
こ
^

一
て
憲
法
が
_
會
政
府
及
び
裁
判
所
の
解
釋̂
依
：̂
、
次 

治
上
の
必
要
に
依
ぅ
"
國

權

の

不

行

傀

に

依

慣

習 

^
依
ぅ
て
自
然
に
變
化
す
可
き
こ
ビ
を
說
き
ぬ0 

®
.s
t 

の
推
移
に
，伴
ふ
て
憲
法
のSI
■
も
亦
自
か
&
趣
を
異
に 

す
可
き
は
吾
入
の
容
易
に
推
定
し
得
る
所
に
し
て
、
又.
 

、
斯
く
わ
ら
ん
こ
ど
こ
そ
敫
し
け
れ
り
遨
法
に
も
生
長
あ 

办
S
云
ふ
は
即
ち
此
の
意
味
な
れ
ど
も
ゝ
然
&
ば
政
治

,

I

‘

上
の
慣
習
、
慣
例
は
憲
法
を
變
觅
す
る
の
力
わb
,ど
解 

す
可
き
や
^
云
ぶ
に
、
吾
人
は
到
底
之
を
無
條
件
に
肯 

S
す
る
能
.は
ざ
.る
こ
ビ
を
信
^
る
も
の
な
办
。
然
れ
ど 

も
此
點
R
關
す
る
予
輩
の
見
解
は
最
後
に
述
ぶ
る
こビ 

、
し
て
"
班
に
我
が
國
法
の
根
本
精
神
に
就
い
て
考
究 

す
る
所
J>
る
ベ
し

。.

.

.

H 

. 

.

憲
法
の
前
文
に
日
く
、

「

我
力
K
民
ノ
權
利
及
財
產
ノ 

安
全
ヲ
貴
重
シ
、
及
之
ヲ
保
識
シ9
此
ノ
憲
法
及
法
律 

ノ
範
圍
內
ー一

於
テ
其
ノ
享
有
ヲ
.安
全
ナ
ラ
シ
ム
へ
キ
コ

ト
ヲ
宣
言
ス」

VJ。

是
れ
實
に
帝
國
憲
法
の
大
精
神
な 

&
;°
若
夫
れ
此
の
大
精
«

R
し
て
缺
如
せ
ん
か
"
立
憲 

國
に
し
て
立
憲
國
に
非
ず
，
法
治
國
に
し
て
法
治
國R 

非
ざ
る
な
ぅ
。
オ
ッ
ト1

®マ
イ
ヤ
f
氏
は
次
の
如
く

言
へ
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憲
法
の
制
定
6 

hた
て
未
だ
以
て
法
治
國
セ
る

を
得
す
。
法
治
國
ば
觅
に
遙
か
に
其
の
前
方
に
在-
^
.

法治國の要件はる名稱

fi
g
く
之
を
明
か
に
せ

即
ち
法
治
國
家
は
他
の
織
利
生
體
郎
ちH
民
に
接

觸
す
る
場
合
に
於
て
は
法
の
秧
序
に
從‘ふ

こ

？

を
要

す
。
此
の
思
想
を
表
現
す
る
に
最
も
適
當
せ
る
言
葉
を

以
て
云
へ
ば
へ「

法
治
國
家
の
活
動
の
道
程
及
び
限
界
は
ノ

臣
民
の
自
由
權
ど
同
樣
^
法
亿
依
仏
て
精
密
に
規
定
し
ぐ

瑢

九

頜(

七
八
五)

雜

錄

諶

法

の解
！
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關
マ
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本
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趙
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爾

九

游(

七
.八
六)

.

.雑
：

0

■
法
の
麗
：|-
等
在
_

還

.

制
限
ず
る
こ
'
^
}を
耍
す
る
な
か
。
換
霄
す
れ
.忒
的
人 

は
國
家
の
全
存
狂
を.全
ぅ
せ
.し
む
る
爲
め
に〕

庵
の
公 

_
務
を
1

す
’る
も
、
國
家
亦
個
人
の
全
稆
在
.を
全
ぅ 

せ
し
む
る
爲
め
其
の
權
利
を
保
障
せ
ざ
る
可
か
ら
ず0 

£
れ
法
治
國
の
极
本
觀
念
に
し
て1

X
帝
國
S
法
の
根 

本
精
神
な
§
o

遮
^
公
權
の
辟
在
を
帝
览
す
る
學
者
之
な
き
に
ぁ
ら 

t
v 

乂
自
*
權
は
公
權
に
?>
ら
ず
^
'爲
す
學
溝
ゎ
6

、
. 

仍

而】

言
辯
ず
る
の
必
要
|>
务
.̂
.信
ず
0
公
權
の
存
玍 

を
不
：

I

宛
す
る
論
者
は
沄
ふ「

國
家
自
身
は
公
法
の
制
定 

游
な
6

0
國
家
は
自
か
&
自
己
を
制
限
し
^
自
^
に
铒 

の
法
規
を
足
む
る
も
の
に
し
て
、
自
己
以h

t̂
權
カ
0 

存
在
を
認
め
ざ
る
な
り
。
從
て
國
家
の
請
求
權
ビ
個
人 

の
請
求
權
ど
の
對
當
惯
値
を
保
障
す
可
き
カ
存
す
る
こ 

S
な
し
o
恭
し
國
家
の
み
獨
h
公
法
の
制
定
者
な 

せ
ば
、
E

R
が
國
家
に
對
す
る
請
浓
權
に
當
然
存
在
す 

る
こ
ど
を
得
ざ
る
可
ぐ
、
個
人
に
し
て
公
權
を
有
す
る‘
 

こ
^
を
得
るV

J

せ
ば
個
人
も
亦
讼
法0'
制
鬼
潜
な
i

s

第
'七
..號.

產

-

衮
ふ
こ
迄
を
、得

ベ
、し」

ど
。
然
れ
ぞ
も

斯
く
の
如
き
は 

.麥

評

せ

'ざ

る

t
m
t
o
;夫
れ
權
利
は

A
格
潘
相
耳 

の
關
係
な

i

p
從
つ
て
他
ぜ
關
係
な
、く
孤
免
せ
る

*
利
 

'
 

S
®
.

は
到

.戚
之
を
、想
像
す
る
能
は

‘ず
。

國
象
ど
鐵
之

ビ 

^

舫
對
す
る
權
利
龙
體
有

^V

て
始
め
て
、
自
か
ら
權

1I
J
を

‘ 

有
す
る
こ

^
を
得
。

國
家
笔
個
人
，5
0が
公
法

.上
の
'權
利 

逢

體

S
-L
て
互

R
相
對
立
ず

•る
に
依

&
て
事
實
上
の
權

.

|

カ
關
係
が
始
め
て
法
#

關
係
ど
な
'
る
な
6

0

法
治
國
寧 

が
人
段
に
對
す
る
關
係
は
單
に
權
カ
密
ど
服
從
奢
ビ

の 

|

0 »
.0
«

0 ^
&

係
に
< 5

ら
0 ^

0'
0

荐

し

然̂

ビ

せ

ば

是

れ
^°
だ 

|

^

奴
隸
ど
の
關
係
，
人
ど
# 0

^

の
關
係
に
依
つ
て
法
治
：
'
‘

|

國
家
對
人
民
0
關
係
を
#
せ
ん
>」

す
る
も
の
に
し
C

I
 

I

ヵ
其
の
不
法
を
叫
ば
ざ
ら
ん
や0 

Z

次
ぎ
に
自
由
權
は
權
利
に.非
.ず
ビ
云
.ふ
論
：翁
は
云
ふ
.
. 

|丨
岛
*
權
«
傭
刺
^
ぁ
.ら
す
、
憲
法
に
於
てI

定
の
.事
.

.

項

は

法

律

を

以

て

定

む

ベ

し

ミ

規

寇

.せ

る

は

立

法

の

卞
 

釺

を

定

め'

た

る

：も
0
化

し
.
.て

、
«

の

憲

法

の

规

^

は

舉
 

き

て

發

せ

ら

る

、
法

徘

が

人

段

^

利
益
を
與
ふ
る
■

も
.
"

开
は
法
の
反
射
作
用
に
し
て«
?•
)
]を
設
定
し
た
る
も
Q
 

に
わ
ら
ず」

S
是
れ
誤
れ
ム
法
の
保
饑
す.る
.利
益
を
主
. 

張
し
得
る
意
感
の
カ
是
れ
即
ち
權
利
に
わ&
ず
や
0
行 

政
權
の
干
涉
に
對
し
て
個
人
の
自
街
を
保
障
す
る
は
立 

憲
法
治
國
の
根
本
條#
に
し
て
、
不
t
違
法
の
干
涉
に 

對
し
て
は
個
人
は
自
か
ら
進
ん
で
自*
の
利
益
を
主
張 

し
得
ざ
る
可
か
ら
ず
、
而
し
て
是
れ
潑
法e)
前
文
に
も 

『

、

「

朕
ハ
我
力
m

民
ノ
權
利
及
財
產
ノ
安
全”
*:
®
,
及̂ 

之
ヲ
保
護
シ
.

…
-

其
ノ
享
有
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
ム
べ"キn. 

ト
ヲ
宣
言
ス」

ど
あ
る
所
以
に
あ
ら
ず
やo
.又
是
れ
S 

法
第
二
章
が
#

R

I
の
«
刺
義
^
ビ
題
せ
る
所
以
に 

あ
ら
中
やo

#
國
憲
法
の
解
釋
上
自
由
權
の
權
刹
な
る.
 

こ
ど
毛
頭
疑
ぁ
る
可
炉
ら
す0
.

夫
れ
法
規
は
人
格
者
の
意
思
の
限
界
を
定
む
る

1

般 

的
準
則
な
6

0
斯
く
の
如
き
性
質
を
有
す
る
法
規
の
制 

定
は
厨
則
^
し
て
國
民
0
代

表

機

'關

れ

る

議

會

の

關

與

'
國
憲
法
第
五
條
K

「

宋
皇
，

V

帝
國
_
會
ノ
協
賛
ヲ
.以
タ
' 

立
法
權
ヲ
行
フ
し
ビ

..規
定
せ
る
は
.實
に
斯
の
大
精
神
R
.
; 

基
く
も
の
な
も
o
或

るi

派
の
：學
者
«,
天
皇
の
裁
可
を
，
 

以
て
立
法
權
.の
實
E
ビ
な
し
、
婦
會
は
，立
法
行
爲
の#
, 

一
侃
を
爲
す
に
避
ぎ
中」

說
く
？
雖
も
、
是
れ
辭
句̂
 

0
は
れ
た
る
解
釋
に
し
て"
憲
法
の
精
神
に
.刟
«
ざ
る 

こ
ビ
甚
し
ど
謂
ふ
ベ
しa
國

民

の

代

表

機

關

た

，
る

_
#
. 

| 

'■の
決
議
、
即
ち
國
K
の
意
思
^
天
a
の
.栽
可
、
即
ち
3>
- 

尊
の
聖
旨
ど
は
法
律
の
要
素
を
成
す
も
の
に
し
て
，
此
、
 

の
要
素
のI

つ
を
缺
か
ん
か
>
法
雜
は
有
效
に
成
立
す 

る
能
は
ざ
る
'な
-

C
S
O

或
は
斯
く
解
す
る
時
は
我
が
國I
:
. 

を
共
和
國
體
ビ
な
す
の
結
論
に
到
達
す
べ
し
の®
*
' 

を
抱
く
潜
わ
ら
ん
が
な
れ
と
も
ノ
然
る*
配
毛
頭
有
る 

Z
可
か
ら
ず
。g

會
の
.決

議

を

採

鈉

せ

ら

る

>

$

??
€

咚
 

1

つ
に
，天
皇
の
御〗

存
忙
依
る
も
.の
に
し
て
、
天
皇
が
：
 

我
が
國
家
觀
念
の
中
.心
た
る
こ
ヾ
し>
e

0
矛
盾
す
る

 ̂

?>
&
ざ
れ
.ば
な
彡
0
論
^
若
し
予
锻
の
見
を
以
て
我
が 

國
體
相
容
れ
ざ
る
-も
■の
.看
做
す
な
ら
ば
.、
“予
，は
饮
.て
'

第
七
號 

九

与

‘

を
要
す
る
こ
f

是
れ
龙
憲
國
の
根
本
要_
な
6
?
帝

館

九

怨

(

七
八
七)

雜

，
錄

潑

法

©

_
1;
關
す
る
；极
本
問
狃



.
^
1 

(

七
八
八
> 

雜

〔

錄

問
は
ん
、
論
潘
は
寓
機
公
論
に
決
す
べ
し
ビ
宣
は
せ
ら 

れ
れ
る
明
治
天
皇
の
御®
皆
に
悖
る
こ
ミ
な
き
か」

ビ 

斯
か
る
輪
者
こ
を
思
は
ざ
る
の
甚
し&
も
の
^
謂
ふ
ベ 

け
れ
り 

，

E
. 

\

國
家
の
歲
入
歲
出
は
總
べ
て
_

會
の
協
賛
を
經
た
る| 

豫
算
に
準
據
す
可
き
を
立
憲
國
の
要
件
^

す
0

換

言

す\ 

れ
ば
憲
法
が
特
に
認
容
す
る
の
規
定
を
設
け
た
る
場
合I 

.
に
わ
ら
ざ
れ
ば
豫
算
に
準
據
せ
ざ
る
こ
^

を
得
ざ
る
な

I 

>

p

o

響
察
國
時
代
•

の
國
家
は
政
府
萬
能
の
國
家
な
>

9 

き
？
法
の
秩
序
に
服
す
る
の
0 '

家
に
あ
&

ず
し
て
"

法
.1 

を
超
越
す
る
の
國
家
な
b

き
0
即
ち
法
の
支
配
を
受
く
一 

る
は
所
謂「

國
庫J

.

に
し
て
國
家
R

あ
ら
ず
^

な
し
た

| 

れ
ど
も
"

是
れ
闽
ょ
ぅ
今
日
の
法
治
國
家
に
移
す
可
き
' 

1 1

念
に
あ
ら
ず
0

法
治
國
家
は
法
の
秧
序
に
從
ふ
の
國
. 

家
な
ぅ
o

法
治
國
家
の
歲
出
歲
入
は1

錢
.

一
厘
の
微
S
 

離
も
之
を
秘
密
に
附
す
る
こ
ど
を
許
す
可
き
に
あ
ら 

t

o

帝
國
a

法
に
於
て
も
豫
算
は
議
會
の
協
*
を
以
て

第
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號

九

四

之
を
確
定
し
、
國
家
の
歲
出
入
は
雜
べ
て
豫
算
に̂
® 

す
可

き

こ
ど
、
及
び
國
家
歲11
1
入
の
決
算
は
會
訃
檢
避 

院
之
を
檢
裔
，確
定
し"
政
府
は
興
の
檢
赍
報
吿VJ

俱
に 

之
を
帝
國
_
會
に
提
出
す可
き

こ

'£
を
规
忠
し
た
る
所 

以
也
0

憲
法
は
'喺
之
れ
に
對
す
る
例
外
の
場
合
€
し
て 

第
七
十
條
に
依
る
財
政
上
の
緊
急
處
分
を
認
め
た
る
の 

み
。
財
政
上
の
緊
急
處
分
ど
は
公
共
の
安
全
を
保
持
す 

る

爲

め(

目
的
は
積
極
的
な
る可
か
ら

す)

緊
急
の
需
：
 

用
あ
る
場
合
に
於
て(

事
情
切
迫
しI

層
適
當
な
る
手


段

 ̂
依
る
能
は
ざ
る 
こ VJ 
を
耍
す) 

內
外
の
情
形
に
因 

&
議
會
を
召
集
す
る
能
は
ざ
る
時
刺
令
に
依
り
て
則
政 

上
必
要
の
處
分
を
爲
す
を
云
ふo
憲
法
が
何
故
に
斯
く 

も
嚴
密
な
る
條
件
を
附
し
た
る
や
云
ふ
^
"
是
れ
本 

則
に
對
す
る
例
外
を
認
めt2
る
も
の
な
れ
ば
な
h

o
故 

に
肫
の
條
件
を
無
視
し
、
或
比
全
然
本
條
の
規
定
を
顧 

み
す
し
て
財
政
上
便
宜
の
手
段
を
講
ず
る
が
如
き
は
.遨 

法
の
极
本
精
«
に
違
背
す
る
違
憲
，の
處
®

云
は
ざ
る 

可
か
ら
中
。
.若
し
斯
が
る
場
合
に
政
府
は
議
會
の
事
後

'rc
■法
の解

！
： Li

關
マ
る
根
木
|!
1
]妞

承
諾
を
求
め
れ
h
ど
せ
ん
か
、
_
會
は
本
來
之
に
承
諾 

を
與
へ
ざ
る
を
可
ど
す
ど
離
も
、
政
府
黨
穸
數
を
占
む 

る
議
會
に
之
を
望
む
も
詮
方
な
しo

然

ら
.«
此

の

場

合
 

議
t
の
承
諾
は
如
何
な
る
效
果
を
有
す
る
やS
5;
ふ
に 

政
府
信
任
の
表
明
S
見
る
の
外
な
しO

蓋
し
議
會
の
承 

諾
は
將
來
に
向
つ
て
政
府
の
違
遨
行
爲
を
適
法
の
も
の 

50

し
て
宣
言
す
る
も
の
に
ゎ
ら
ざ
れ
ば
也o 

■ 

^

吾
人
は
政
治
上
の
慣
習
慣
例
が
憲
法
に
及
ぼ
す
效
果 

を
絕
對
に
否
認
せ
んVJ

す
る
も
の
に
あ
ら
ずo
憲
法
の 

极
本
觀
念
に
牴
觸
せ
ざ
る
憤
習
慣
例
は
其
の
必
耍
の
程 

度
に
應
じ
て
慜
法
の
運
用
上
に
茧
大
の
影
響
を
與
ふ
可 

け
れ
ば
也
。
普
通
に
之
を
變
化
ど
云
ふ
も"
嚴
格
に
_ 

せ
ば
憲
法
解
釋
の
變
觅
な
憲

&
の
變
化
、
即
ち
憲 

法
解
釋
の
變
E
は
'憲
法
の
根
本
精
神
に
牴
觸
せ
ざ
る
範 

阓
內
に
於
て
行
は
れ
得
る
の
み
、
.
而
し
て
其
の
範
圍
內 

に
於
て
は
憲
法
の
變
化
は
適
法
に
行
は
る
、
も
のS 

す
。
之
を
®
す
る
に
、
予
輩
の
見
解
は
左
の
如
く
總
括 

す
る
こ
^
.を
得
べ
し
。

(

ご

憲

法

を

解

釋

欲

せ

ば

"
先
小
憲
法
の

根
本
歡
|
:を
了
解
す
る
を
要
すo 

.

%
パ.

{

ニ)

憲
法
の
根
本
精
神
に
®
觸
す
る
一
切
の
憤
習 

慣
例
は
不
適
法
な
$

°

.

(

三)

饑
會
は
木
適
法
の
慣
習
慣
例
めi

a
認
す
可
！

 ̂

ら
す
、
又
之
を
追
認
す
る
も
纖
會
の
追
認
は
政
府

y
9
l
v
if
^
^
v
v
啼 

t 

啼
1
，

9
9
^
へ
9
方

信
任
の
意
義
を
有
す
る
に
止

f
i
b

夫

れ

以

走

何 

等
の
效
か
を
有
す
る
こS
な
し
o 

(
m

政
府
の
或
る
か
ル
於
違
憲
な
ぅ
や#

F
« :
if
f
i 

法
の
明
文
並
杧
其
の
极
本
糈
神
に
違
背
せ
る
や
否 

や
に
依
つ
て
之
を
決
定
す
可
き
も
の
な̂
V
O

v
v 
uv
 

V 

V 

V 

V 

V 

\ 

、、、

 

> 

^

(

五)

憲
法
の
明
文
並
に
其
の
根
本
精
神
に
牴
觸
せ

/*
、、、

 

、 

、%、

 

^
，

v
v
f

ざ
る
慣
習
憤
例
は
懣
法
の
運
用
上
に
至
大
の
影
響 

を
與
ふ
る
こ
ど
を
得
べ
し
。
憲
法
の
昏
似
，
*
账
V 

憲
法
解
釋
の
變
§!
は
邀
法
の
根
本
糈
_
に
§
嘗
か 

ざ
る
範
圍
內
に
於
て
行I 

yい
»'
か
か
み
私
如
い

'
r
o
.

(

六

)

違
憲
行
爲
&

先k

は
幾
！

i

め
奶
す
い

依
然
ビ
し
て
違
憲
行
爲
な
办
o

王
臂
初
旬
稿)

第

九

怨

(

七
八
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雜
錄
谣
法
の
解
釋
に
關
す
る
根
本
問
姐
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